
四運技公第 1号

公 不

指定自動車整備事業規則第 4条第 1号に規定する自動車検査員の教習 (令和 7年度)

を下記のとお り実施することとしたので公示する。

記

.教習受講資格

教習の受講申込者は、道路運送車両法施行規則第 62条の 2の 2第 1項第 7号に規定

する整備主任者 (同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ

整備士の技能検定のみに合格 した者を除く。)と して教習開始 日の前 日において 1年 (一

級小型 自動車整備士の技能検定に合格 した者は6月 )以上の実務の経験を有する者であ

ること。

なお、教習の受講申込者は受講申込 日の前 日において、直近の整備主任者研修 (法令

研修)を受講 していること。
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2!教習受講申込の受付期間及び場所

(1)受付期間 第 1回 令和 7年  6月
令和 7年  7月

第 2回 令和 7年 12月
令不日7年 12月

日

日

日

日

０

４

１

５

３ (月 )

(金 )

(月 )

(金 )

9時 00分から

17時 00分まで

9日寺00分から

17時 00分まで

(2)受付場所 管内各運輸支局 検査整備保安部門

3.教習及び教習修了試問の日時及び実施場所

(1)教習 日時 第 1回 令和 7年  9月  1日 (月 ) 9時 00分から

令和 7年  9月 11日 (木)17時 00分までの間で

管内各運輸支局長が定める日時

第 2回 令和 8年  2月  2日 (月 ) 9時 00分から

令和 8年  2月 12日 (木)17時 00分までの間で

管内各運輸支局長が定める日時

(2)教習修了試問日時

第 1回 令和 7年 9月 12日  (金)13日寺30/刀` から

15時 30分まで

2月 13日  (金)13日寺30分から

15時 30分まで
第 2回 令和 8年

(3)実施場所 管内各運輸支局長が定める場所

4.教習科 目及び教習時間

(1)基礎法令     2時 間

(2)整備関係法令等  4時 間

(3)検査関係法令等 18時 間
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5.教習資料

(1)自動車検査員必携 (四国自動車整備振興会連合会 編集 )

(2)検査員&整備主任者の保安基準と審査事務規程 〔原文〕

(株式会社公論出版 発行 )

(3)自動車検査ハン ドブック (株式会社公論出版 発行 )

(4)自動車検査用機械器具の構造と取扱

(一般社団法人 日本自動車機械工具協会 編集発行)

令 和 7年 5月 30日
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